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議員提案政策条例の規定による施策等の実施状況及び成果に関する報告書 
  

１ 条例の基本事項 

条例の名称 茨城県主要農作物等種子条例 

担当課（室） 農林水産部産地振興課 公 布 日 令和２年４月１日 

報告の根拠 
第 15条 知事は、毎年度、主要農作物等の種子の生産に関して講じ
た施策の実施状況及び成果を取りまとめ、議会に対し報告するとと
もに、これを公表するものとする。 

 

２ 条例の概要・施策体系図・推進体制等 

（１）条例の概要 

茨城県主要農作物等種子条例 

・条例の目的  

需要の見込みのある農作物の生産を増やすため、その種子の生産安定と品質の

確保により農業者の所得増大を図ることを目的としている。 

 

○種子の生産と供給のながれと茨城県主要農作物等種子条例の規定内容 
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（２）施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）条例制定後の主な取組 

 

１ 奨励品種の指定状況（条例第７条） 

 令和６年度は、需要の減退や作付面積の減少により、今後の作付面積の増加が

見込めない水稲「チヨニシキ」について、奨励品種選定審査会での審議を経て準

奨励品種の指定を廃止した。 

   

 

  

２ 必要な予算の確保（条例第 15条） 

  優良な種子の生産に係る取組を推進するため、必要な予算を確保している。 

    

（参考）過去５か年における種子対策予算の推移 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

予算額 

（千円） 
116,012 148,324 141,605 148,967 106,865 

                    

 

  

・奨励品種決定調査 

・奨励品種の指定 

奨励品種選定審査会 

・奨励品種の選定等の審議 

[委員] 

関係課、試験場、需要者等 

選定審査会幹事会 

・奨励品種の検討 

[幹事] 

産地振興課、試験場等 

奨励品種 

選定の助言 

種子協会 

(茨城県農林振興公社) 

・種子生産計画の作成 

種子場農協 

種子生産者 

全農茨城県本部 

一般生産者 

報告 

採種計画 

種子生産委託 

県 

調査結果報告 

種子買上げ 

・原原種、原種の生産 

・採種計画の策定 

・採種ほの指定 

・種子生産指導、審査 

種子販売 

種子の生産・販売 奨励品種の指定 
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３ 条例の規定による事業等の実施状況及び成果並びに今後の取組 

 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 
最終予算額 
［千円］ 

今年度 
当初予算額 
［千円］ 

 
原種苗セ
ンター運
営費 
 

 
 
原種苗セ
ンター機
械整備事

業費 
 
優良種子
確保対策
事業費 
 

 
 
 

 
茨城県 
 
 
 

 
 
茨城県 
 
 

 
 
茨 城 県
( 公 社 )
農 林 振
興公社 

 
 
 
 

 
稲、麦類及び大豆の原種を安定的かつ効率

的に生産し、一般種子生産者に供給する。原
種生産については、施設管理及び運営を含
め、公益社団法人茨城県農林振興公社に委託

している。 
 
原種生産を行う原種苗センターの機械等

の更新・修繕を行い、原種の安定生産を図る。 
 

 
 
原原種の生産や、種子生産圃場の指定や種

子審査を実施する。また、優良品種の指定に
向けた試験や、実需者に対する需要調査を実
施する。 

 
【事業の実績】 
○主な種子生産量の推移    （単位：ｔ） 

品名 R3 R4 R5 R6 

稲 1,521 1,498 1,382 1,429 

麦 494 522 531 484 

大豆 81 73 75 73 

そば 30 28 17 22 
 

 
92,626千円 
 
 
 

 
 
64,297千円 
 
 

 
 
6,918千円 
 
 
 

【今後の
取組】 

 

原種苗セ
ンター運
営費 
 
 
原種苗セ
ンター機
械整備事
業費 
 
優良種子

確保対策
事業費 

 
 
 

茨城県 
 
 
 
 
茨城県 
 
 
 
 
茨 城 県

(公社) 
農林振興
公社 

 
 
 

稲、麦類及び大豆の原種を安定的かつ効率
的に生産し、一般種子生産者に供給する。原種
生産については、施設管理及び運営を含め、公
益社団法人茨城県農林振興公社に委託する。 
 
原種生産を行う原種苗センターの機械等

の更新・修繕を行い、原種の安定生産を図る。 
 
 
 
原原種の生産や、種子生産圃場の指定や種

子審査を実施する。また、優良品種の指定に
向けた試験や、実需者に対する需要調査を実
施する。 

 
 
 

95,147千円 
 
 
 
 
3,741千円 
 
 
 
 
7,977千円 
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４ その他 

○ 条例の改廃の必要性について検討するため、下記の事項について記載すること。 

 

１ 条例に関連する法令等の制定・改廃の動向 

    無 

 

２ 国・県における施策の見直し等の動向 

   無 

 

３ 条例の運用上の課題 

   無 

 

４ 条例の改廃の必要性の有無 

   無 

 

５ その他 

   無 

 

 


